
項目 主な行政評価局の調査結果 主な勧告の内容 対応の方向性

国
民
年
金
保
険
料
の

的
確
な
収
納

20歳到達者に
対する適用業

務の見直し

○ 自主的に資格取得の届出を行っている者
と職権適用を行っている者は同数程度。

○ 20歳到達者の資格取得に係る届出を促す
ための業務の効果が十分に上がっておら
ず、年金事務所の業務負担も大きい状況。

○ 20歳到達者について
現在の適用の仕組み
等を早期に見直し。

○ 住民基本台帳ネットワークシステムにより把握
した２０歳到達者のうち、第１号被保険者に該当
する方に対し、届出勧奨を行うことなく、速やか
に資格取得の手続きを実施する予定。

国民年金保険

料の収納対策

の的確な実施

○ 各種の収納対策は概ね着実に実施され、
納付率は上昇傾向。一方で、納付率の向
上に有効な口座振替を促進する取組は、
効果が十分に上がっていない。

○ 口座振替の利用促進
を図る取組の強化。

○ 日本年金機構の次期中期目標に、口座振替の
利用促進及び効果的な勧奨を実施する旨設定
予定。

無
年
金
者
・
低
年
金
者

の
発
生
抑
制

免除等制度の

的確な運用の

徹底

○ 保険料の法定免除の対象となる生活保
護受給者の情報等を自治体から的確に得
られなかったため、実施すべき免除勧奨・
職権処理を実施できていない事例あり。

○ 的確な情報に基づく
保険料免除審査等の
実施。

○ 生活保護情報の市町村から年金機構への提
供依頼について、あらためて通知を発出予定。

追納制度の

利用の促進

○ 追納は納付義務のない保険料を納める
任意の制度であるとして、追納勧奨が積極
的に行われておらず、中期目標等におい
ても特段の目標等を明示していない。

○ 追納制度の利用促進
に係る目標の設定、積
極的な追納勧奨の奨
励。

○ 次期中期目標に、追納制度のこれまでの対策
の分析を行い、効果的・効率的な勧奨を実施す
る旨設定予定。

国
民
の
信
頼
性
の
確
保

所在不明となっ

た年金受給権

者に対する的確

な措置の実施

○ 平成22年（後期高齢者医療の情報を利
用）、平成25年（介護保険料の情報を利
用）に全国の受給権者の生存確認等調査
を実施して以来、同様の調査は未実施。

○ 定期的な調査等、所
在不明となった者を的
確に把握するための方
策を検討。

○ 所在不明者を把握することについて、費用対効
果等を踏まえて実現可能な範囲で実施予定。

国民の視点に

立った年金業

務の実施

○ 失業特例免除の申請時に、一度提出済

みの離職票の添付をその後も義務付けて
いる、納付順を誤った追納が一律に還付さ
れているなど、国民視点に立ったサービス
となっていない事例あり。

○ ２回目の失業特例免
除申請時の添付書類
省略。

○ 納付順を誤った追納
保険料の取扱いの見
直し。

○ 過去の添付書類等を画像化したデータを確認
することで、離職票等の提出を求めない取扱い
とする予定。

○ 追納順を誤った場合、還付せず充当できる取
扱いとする予定。
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